
富 士 宮 市 看 護 学 生 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 、 富 士 宮 市 看 護 学 生 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 ２ ４

年 富 士 宮 市 条 例 第 〇 〇 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。） の 施 行 に 関 し 、

必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 貸 与 申 請 手 続 ）  

第 ２ 条  条 例 第 ４ 条 の 申 請 を し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、 看 護 学 生 修 学 資 金 貸 与 申 請 書 兼 誓 約 書 （ 第 １ 号 様 式 ） に 次 に 掲

げ る 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  住 民 票 の 写 し  

⑵  健 康 診 断 書  

⑶  履 歴 書  

⑷  在 学 証 明 書  

⑸  高 校 卒 業 時 等 の 成 績 証 明 書  

⑹  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 連 帯 保 証 人 の 要 件 ）  

第 ３ 条  条 例 第 ５ 条 の 連 帯 保 証 人 は 、 申 請 者 が 未 成 年 者 で あ る と き は 、

そ の う ち １ 人 は そ の 者 の 法 定 代 理 人 で な け れ ば な ら な い 。  

２  連 帯 保 証 人 が 死 亡 し た と き 又 は 連 帯 保 証 人 と し て 適 当 で な い 事

由 が 生 じ た と き は 、申 請 者 は 直 ち に 連 帯 保 証 人 変 更 届（ 第 ２ 号 様 式 ）

を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 貸 与 決 定 の 通 知 ）  

第 ４ 条  市 長 は 、条 例 第 ６ 条 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 貸 与 の 決 定 を し

た と き は 、 看 護 学 生 修 学 資 金 貸 与 承 認 （ 不 承 認 ） 決 定 通 知 書 （ 第

３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、貸 与 の 決 定 に 当 た り 、必 要 と 認 め る と き は 申 請 者 の 面

接 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

３  申 請 者 は 、 貸 与 の 承 認 決 定 を 受 け た と き は 、 借 用 証 書 （ 第 ４ 号

様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 貸 与 決 定 取 消 し の 通 知 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、条 例 第 ７ 条 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 貸 与 の 決 定 を 取

り 消 し た と き は 、看 護 学 生 修 学 資 金 貸 与 決 定 取 消 通 知 書（ 第 ５ 号

様 式 ） に よ り 、 貸 与 の 承 認 決 定 を 受 け た 者 （ 以 下 「 貸 与 決 定 者 」

と い う 。 ） に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 貸 与 停 止 の 通 知 ）  



第 ６ 条  市 長 は 、条 例 第 ８ 条 の 規 定 に よ り 修 学 資 金 貸 与 を 停 止 し た

と き は 、看 護 学 生 修 学 資 金 貸 与 停 止 通 知 書（ 第 ６ 号 様 式 ）に よ り 、

貸 与 決 定 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 返 還 猶 予 の 申 請 等 ）  

第 ７ 条  条 例 第 １ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 返 還 猶 予 の 申 請 は 、看 護

学 生 修 学 資 金 返 還 猶 予 申 請 書 （ 第 ７ 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。 

２  条 例 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 返 還 猶 予 決 定 の 可 否 の 通 知

は 、 看 護 学 生 修 学 資 金 返 還 猶 予 承 認 （ 不 承 認 ） 決 定 通 知 書 （ 第 ８

号 様 式 ） に よ る も の と す る 。  

 （ 返 還 債 務 の 免 除 の 申 請 等 ）  

第 ８ 条  貸 与 決 定 者 は 、条 例 第 １ １ 条 の 規 定 に よ り 返 還 債 務 の 全 部

又 は 一 部 の 免 除 を 受 け よ う と す る と き は 、看 護 学 生 修 学 資 金 返 還

債 務 免 除 申 請 書（ 第 ９ 号 様 式 ）を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、速 や か に そ の

内 容 を 審 査 し 、免 除 の 可 否 を 決 定 し 、看 護 学 生 修 学 資 金 返 還 債 務

免 除 承 認 （ 不 承 認 ） 決 定 通 知 書 （ 第 １ ０ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者

に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 異 動 の 届 出 ）  

第 ９ 条  貸 与 決 定 者 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に は 、

直 ち に 当 該 各 号 に 定 め る 届 出 書 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

⑴   氏 名 又 は 住 所 を 変 更 し た と き  氏 名・住 所 変 更 届（ 第 １ １ 号

様 式 ）  

⑵   大 学 又 は 大 学 院 を 休 学 し 、停 学 し 、復 学 し 、又 は 退 学 し た と

き  休 学 ・ 停 学 ・ 復 学 ・ 退 学 届 （ 第 １ ２ 号 様 式 ）  

⑶   修 学 資 金 の 貸 与 を 辞 退 す る と き  修 学 資 金 貸 与 辞 退 届（ 第 １ ３

号 様 式 ）  

⑷   連 帯 保 証 人 の 氏 名 又 は 住 所 に 変 更 が あ っ た と き  連 帯 保 証

人 氏 名 ・ 住 所 変 更 届 （ 第 １ ４ 号 様 式 ）  

⑸   養 成 施 設 を 卒 業 し 、又 は 大 学 院 を 修 了 し た と き  卒 業（ 修 了 ）

届 （ 第 １ ５ 号 様 式 ）  

⑹   看 護 師 等 の 免 許 を 取 得 し た と き  看 護 師 等 免 許 取 得 届（ 第 １ ６

号 様 式 ）  

２  連 帯 保 証 人 は 、貸 与 決 定 者 が 死 亡 し た 場 合 に は 、直 ち に 死 亡 届

（ 第 １ ７ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



（ そ の 他 ）  

第 １ ０ 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別

に 定 め る 。  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


